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平成平成平成平成 22229999 年年年年６６６６月月月月２２２２日日日日（金）13：30～16:30 

 

開催場所開催場所開催場所開催場所：長野県庁議会増築等第２特別会議室 

 

出出出出    席席席席    者者者者：【【【【委員委員委員委員】】】】※五十音順、敬称略 

麻生知子委員、植木達人委員、尾﨑洋子委員、貴舟豊委員、粂井裕至委員、 

杉山紘子委員、竹内久幸委員、堀越倫世委員、松岡みどり委員、安原輝明委員 

    以上 10 名出席 

【事務局】【事務局】【事務局】【事務局】 

山﨑明 林務部長、福田雄一 森林政策課長、河合広 信州の木活用課長、 

丸山勝規 県産材利用推進室長、長谷川健一 森林づくり推進課長 

ほか林務部職員 

 

 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    達人達人達人達人    座長座長座長座長＞＞＞＞    

それでは、私の方から議事進行をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

今日が今年度２回目ということで、実は非常に早いペースで、先月行い、そして今月と

いうことで開催しているところでございます。今日もしかしたら多少時間がかかるかなと

いうようなところですね、10 年間総括をきちんとしなければいけないということで、ここ

には皆様から色んな議論を頂きたいということになります。しかも第２期目の最終年でご

ざいますので、今後の方向性という問題について、一応里山についての方向性というのを

10 年間総括の下で議論される訳ですが、もっと大事な問題として森林税の問題が今後どう

するのかというところは、いよいよタイミング的にもこの頃に少し議論しなければ今後の

様々なスケジュールにおいて色々とこのタイミングでやらなければいけないかなというよ

うな気がしております。話の流れでございますけれども、今日の議論はそういう意味では

大変重要な部分かなと思っております。また、この県民会議の役割の一つに、規約の中に

次期の県民税の在り方についても検討しなければならないという一文もございます。これ

は後ほどまた事務局の方から説明があるかもしれませんが、そういったこともございます

ので始めにそういった予告をさせておきます。従いまして、その辺も考えながら 10 年間の

総括を皆さんに考えていただき、さあどうするんだということを次の議論として今日持っ

ていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。それでは次第に沿って会議を

進めたいと思っております。 

まず、会議事項の１「平成 28 年度長野県森林づくり県民税活用事業の実績について」事

務局の方からよろしくお願いします。 

平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度    第第第第２２２２回みんなで支える森林づくり県民会議回みんなで支える森林づくり県民会議回みんなで支える森林づくり県民会議回みんなで支える森林づくり県民会議    
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（１）（１）（１）（１）平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度    長野県森林づくり県民税活用事業の実績長野県森林づくり県民税活用事業の実績長野県森林づくり県民税活用事業の実績長野県森林づくり県民税活用事業の実績… 資料１ 

 

 説明者：福田 雄一 森林政策課長 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい。どうもありがとうございました。 

 ただ今、事務局から平成 28 年度の実績について報告がございました。ここは 28 年度の

ということで焦点を絞って議論したいと思いますので、それより以前のもし議論がありま

したら次の項目でやりますので、どうか 28 年度に絞ったご意見ご質問等をお願いしたい

と思います。どなたでも結構でございます。何かございませんか。いかがですか。一応計

画に則って進めてきたところではございますが、計画通りに進まなかったもの、あるいは

計画通りいったものと様々でございますが、特に計画通りいかなかった間伐については事

務局からは理由はこういうことだろうということも述べられたところでございます。そう

いったことも含めて、また、そういった指摘が正しいのかどうか、あるいは自分の認識と

は違うということもあったら遠慮なく言ってもらっても結構だと思いますが、いかがです

か。何かございませんか。28 年度の事業実績につきまして、はい、麻生さん。 

 

＜麻生＜麻生＜麻生＜麻生    知子知子知子知子    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 ２点ほど伺いたいのでお願いいたします。 

 まず１点は、前回の時に長野県のその森林の区分を、林業振興と里山と公的管理と自然

の推移にまかせるという４区分に分けるというお話がありましたけども、これは森林税が

スタートした平成 20 年当時もこの区分はあったということですよね。その中で、森林税と

いうのは特に里山の遅れている整備を推進するためにどうしても急いでお金が必要だし、

皆さん分担してよというのが分かり易い理由だったと思うのですけれども、そういった意

味で徴収されたお金について、このみんなで支える里山の間伐支援というのはエリアとし

ては里山というエリアに特定されたものに投入される事業と考えて良いでしょうかという

確認です。特に、この間私の方から疑問で申し上げたように里山の零細な森林の区画であ

っても、集約化をしてある程度大きなまとまりを作り、なおかつそこに作業道も入れて、

林業経営としても成り立つものにしていこうじゃないかという動きが確かにあった訳で、

そうした部分についてはエリアとしては里山だけれども森林税は適用されないというか、

里山でない林業振興として扱われるのかということも確認したいです。後もう一つ森林づ

くり推進支援金ですけれども、こちらの方は森林税の全体の 24%、約４分の１に近い資金

が、市町村のリクエストというか、地域に密着したより地域に即したものになるようにと

いうことで使われていると聞いているのですが、目標達成の指数がここでは面積で取り上

げられていますけれども、いわゆる施業に関わる分というのは事業として全体の 60%余り

でそれ以外のものもかなりあるので、この辺りが目標の達成としてどういうふうに捉える

    会議事項会議事項会議事項会議事項    
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かという部分については、面積だけの指数というのはちょっと私としては疑問があるとい

うことと、市町村に非常にリクエストが多く、この間もニュースにありましたけども市町

村から森林税の継続とともに地域の支援というものについてより使い勝手の良い自由にな

るものを求めているという話は聞こえてきているのですけども、実際にこの事業について、

どのようなプロセスでじゃあこの事業は進めることを許可しましょうと、その認定が行わ

れるのか。そして実際に施業されたことに対しての確認というのはどこがしているのか、

市町村が全部して県には報告だけなのか、あるいは県の方も一部抜粋をし抜き取ってその

事態の現場とかあるいはそういったものについての確認作業を行っているのか、この辺り

ちょっと長くなりましたけれども２点確認していただきたいと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 内容につきましては、28 年度以前に関することがあるので、ちょっとその点については

また後ほどということに、28 年度分に関しての点について今のご質問についてお答えいた

だければと思います。事務局いかがですか。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    健一健一健一健一    森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進課長＞課長＞課長＞課長＞    

 一点目のみんなで支える里山整備事業の対象の区域のご質問だったかなと思います。以

前からご説明させて頂いている通り、大きく考え方として区分をしている里山の部分とい

うところにこの里山整備事業を基本的に充てるということについては、ご指摘のとおりで

す。もう一つご質問があったのが、集約化をした場合にこの整備事業が充たるのかという

ことですけども、そこは二重性をもっておりまして、いわゆる経営計画を立てて集約化を

した場合には、いわゆる通常の搬出間伐の支援が充たるという形もありますので、本格的

な資料２の方でもう少し分かり易くご説明できると思うのですが、本格的な搬出間伐をす

る際には税事業の外側でやっていただいて、基本的には切り捨てにせざるを得ないのだけ

ども多少の有効利用の搬出ができるという場合には、税事業の中で充実した支援の中でや

っていただくという区分でやらせていただいているという形になっています。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 はい。事務局お願いします。 

 

＜千代＜千代＜千代＜千代    登登登登    森林政策課森林政策課森林政策課森林政策課企画幹＞企画幹＞企画幹＞企画幹＞    

 森林政策課の千代です。私の方から、森林づくり推進支援金のご質問に対してお答えし

たいと思いますけれども、これ１期目からやっているメニューですけれども、そもそも始

めるときにおっしゃったように地域にそれぞれ色々な森林づくりの課題があるということ

で、そういったものに柔軟に対応できるようにということで始めておりまして、目的とし

ましてはそうはいっても地域の森林づくりだとか、あるいは地域で進める間伐を補完する

ような取組に対して支援しましょうというようなことでやっておりまして、そんな関係で

麻生さんおっしゃるようにその目標とですね実績を見るときの指標が非常にそこの部分が

分かりづらい、はっきりしてない部分がございます。ですので、まあ補完するということ
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を申し上げましたので、森林税の間伐、それから税以外でやる間伐も含めまして、どれ位

のその県全体として間伐が進んだのかという見方をしているのですけれども、これに関し

てはですね、そうはいってもしっかりと見なきゃいけないということで、県としての説明

というのはしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないかという問題意識は持っており

ます。そうした中で、確認等は色々な事業メニューがありまして、それは事業毎に市町村

が実施された時にそれぞれ完了の報告をいただいて、県の方で交付をする金額の確定をす

るという時の完了検査をもちろんやる訳ですけれども、１年間それぞれの市町村でどうい

った事業をやって、どんな効果がありましたよということは、それぞれの地域振興局です

ね、前の地方事務所ですけれども、10 事務所ありますので、それぞれに設置しております

みんなで支える森林づくり地域会議、こちらの方で報告をさせていただく、事業の実施を

決めるときも地域会議の方でご議論いただいて決めるということになっておりますので、

それを受けて実績の方もその場で報告をさせていただいているとそこでオープンにすると

いう手続きはとらせていただいているということです。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 麻生委員さんよろしいですか。他にどうでしょうか。何かございませんか。はいどうぞ。

松岡委員さん。 

 

＜松岡＜松岡＜松岡＜松岡    みどりみどりみどりみどり    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 基本的なことを教えていただきたいのですが、間伐支援のところで北安曇のところが０

になっておりますが、先ほど説明で大北森林組合の件があって０というお話があったんで

すけれども、大北森林組合以外に事業所は居なかったということなのか、それともその大

北森林組合の事件があまりにも大き過ぎて申請を控えたのか、ちょっとその辺りを教えて

いただきたいと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 よろしいですか。事務局お願いいたします。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進課長＞課長＞課長＞課長＞    

 お答えいたします。北安曇管内につきましては、大北森林組合以外にもこれまで税事業

取り組んでいただいている事業者さんというのはいくつかあったという状況です。ただ、

主力といいますか大きな面積を占めていたのは森林組合であったという状況でありました。 

28 年度はご承知の通りの状況の中で、組合としては我々としても補助事業まだ再開とい

うことの判断をしておりませんでしたし、そういった中で実績は無かったと。他の事業者

さんが事案の関係で控えていたというような話は聞いていないんですけれども、それほど

税事業に非常に大きく取り組んでいる訳ではないという状況の中で、結果的に昨年度は実

績は無かったのかなと思っております。今年度あたりは、他の事業者さんの方で、北安曇

地域も今年度は取り組んでいただける部分は大なり小なりあるのではないかなと思ってお

ります。 
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＜松岡＜松岡＜松岡＜松岡    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 どうもありがとうございます。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 ということでございます。他にどうでしょうか。何かご意見ご質問等ございませんか。

どうぞ。安原委員さん。 

 

＜安原＜安原＜安原＜安原    輝明輝明輝明輝明    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 まず一つが、28 年度のですね、ちょっと以前のことが分からないので質問するんですけ

れども、特徴的なところがあったらそれを教えていただきたいと思います。それと、県民

税で県独自のものを私も考えているんですけども、28 年度のメニューの中で長野県のこれ

は特徴的なことだと県の方で認識しているものについて、教えていただければと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 どなたか事務局よろしいでしょうか。28 年度特徴的な、どういうことだったのかという

こと、それから県独自のものはあえて言えばこういうものですという、沢山のメニューが

あるんですが、その中で説明していただければと思います。どういたしましょう。はい、

千代企画幹。 

 

＜千代＜千代＜千代＜千代    企画幹＞企画幹＞企画幹＞企画幹＞    

 一つに一覧表で見ますと２番の間伐材の利活用等による継続的な森林づくりの推進とい

うものがございまして、その中に信州の木活用モデル地域支援事業というのがございます。

これは平成 28 年度県下全域の中で５地域モデル地域を選定いたしまして、上限 250 万一

件につきですね、10/10 以内の補助をさせていただいているというものでありまして、先

ほどの報告の中では 12 ページの方にございます。昨年度ですね、こちらの方新しい試みと

いうことでそれまでは県庁内の事業を公募して、応募があったものの中から選定するわけ

ですけども、選考委員会というのは県庁の中で実施をしていた訳ですけども、こちらの方

に県民会議の方から代表して植木座長に参画いただきまして、選定の段階でも外部の有識

者のフィルターを通すという形をさせていただいております。そんな中で、非常に特徴的

といいますか、良いデザインのもの訴求力のあるものというものを選考した訳ですけれど

も、特に伊那谷アライアンスという伊那の方で空き家のリノベーションをこの地域材を使

ってやるという取組、非常に斬新な取組がされたり、また、木曽の方でこれは桶とか樽が

伝統的な工芸品ですけれども、そこに新たなデザインを持ち込みまして、産湯桶という左

下の方に写真がありますけれども、産まれた赤ちゃんの時からですね県産材を使っていた

だこうというようなそういう取組。こういったものが非常に取組自体は非常に特徴的なも

のであったのかなと思ってます。同じ事業では、これの更に２年遡れば伊那の方で棺桶を

開発するということもやってまして、ゆりかごから墓場までという県産材、地域材で暮ら

しの中に活用していただくという面白いストーリーも出来たのかなと思っております。 
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＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 特徴的なところはそういうところがあるぞということですね。28 年度の特徴を先ほど説

明があったんですが、もう一言、まあ安原さんからすれば、もう一言きちんと 28 年度の特

徴は何。この事業のですね。何たるかということを質問されてるのですが。 

 

＜千代＜千代＜千代＜千代    企画幹＞企画幹＞企画幹＞企画幹＞    

 もう一つ申し上げるならば間伐の方です。これまた後の議題の中でもちょっと触れさせ

ていただこうかなと思っておりますけれども。森林整備、間伐の支援という中では、森林

税の活用事業というのは従来国庫補助事業の部分に県が嵩上げしまして、それで全体とし

ては９割まで補助させていただいて所有者の方の負担１割という形で推進してきたわけで

すけれども、非常に国の補助制度の改正であるとか、そういったところに影響を受けると

いうことで、２期目に入りましてから国の補助事業をまず導入するに当たってハードルが

ちょっと高くなったということで、中々数字がその実績が伸び悩んでいるという状況の中

で税の単独事業というものも従来少しずつはあったんですけれども、国の補助制度の対象

とならないようなところで、そういったところで税の単独事業という、これは９割全部森

林税を財源にしたものを使っているということですけども、これが徐々に増えてきており

まして、平成 28 年度は大体これが半分半分位の割合で国の補助事業の嵩上げでやった間

伐が大体 50%位、残りの 50%は森林税を財源とする税の単独事業でやらせていただいた、

これが一つに 28 年度の特徴かなと思っております。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 はい、よろしいですか。１期目はどちらかといったらやっぱり森林整備にかなり重点を

置いて、これはまた後の話ですからあんまりここで言う必要はないんですが、２期目にお

いては独自の動きをとるようになってきました。しかも山側だけじゃなくて川下の方まで

もやはりやらなければ中々木材も出ていかないという、間伐材も従って搬出間伐は良いの

だけれど、切り捨て間伐の方どうするんだという議論がありまして、やや踏み込んだ形で

２期目は進めてきたと、そういう意味では循環的なものに徐々に広がり、独自性を持って

きたというのは多分 10 年間の流れだと、ざっくり言えばそういうことだと、またこの関係

につきましては後ほど事務局から説明いただきます。他にどうでしょうか。何かございま

せんか。はい、どうぞ粂井さん。 

 

＜粂井＜粂井＜粂井＜粂井    裕至裕至裕至裕至    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 13 ページの信州フォレストコンダクター活動支援事業について、今まではフォレストコ

ンダクターの育成を重点的に予算付けされたかと思いますが、本年度からは、地域の方々

の会議等に予算付けされて色々な会議を進めてきたかと思います。先ほど会議の実施とい

うお話がありましたが、会議の実施が目的ではなく、その先が大事かなと考えますが、そ

れぞれの会議を行うことによってコンダクターの方達が当初目的としていた総合的な視野

や経営感覚を養うというような、そういったものが育ってきているのかどうか、評価お聞
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きしたいと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 はい、よろしくお願いします。 

 

＜河合＜河合＜河合＜河合    広広広広    信州の木活用課長＞信州の木活用課長＞信州の木活用課長＞信州の木活用課長＞    

 信州フォレストコンダクターの育成状況ということでお答えをしたいと思います。確か

に今 30 人育成をいたしまして、その方々に地域で活躍していただいているんですけども、

まだまだ個人差、個人差といっては失礼かもしれないんですけども、活動の幅にまだ地域

差が出ているというような状況でありますので、昨年から他事業なんですけども自給圏構

想というのを県で取組み始めまして、今年度につきましてはこういったフォレストコンダ

クターの知識といったものもそういったところに活用したいということを考えております

し、やはり優れた方もいらっしゃいますので、その方々に合わせるというんですかね、地

域の中でも会議を開いていただいてますし、全体のレベルアップというのをまだまだやっ

てかなければいけないのかなという、今そんな状況でございます。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 信州フォレストコンダクターも県独自のものなのですが、その趣旨としては非常に私も

賛同できるんですけども、今粂井さんが言ったように果たして本当にじゃあ彼らはそうい

ったところで支援事業を受けてどう成長しているんだというところですね、やはりまあ課

題かなという気がします。大体先進林業地ではやっぱりこういった方々が沢山居て、そし

て地域をまとめたり、木の流れをコーディネートしたりとかというのをやるんだけども、

うちらはまだまだそこまでいってないのかなという気がしていますけども、今後の課題と

して検討しなければいけない部分なのかなと思っています。 

 

＜河合＜河合＜河合＜河合    信州の木活用信州の木活用信州の木活用信州の木活用課長＞課長＞課長＞課長＞    

 成果としてこういったフォレストコンダクターの活躍によりまして、一つの例として民

国連携というような形で、特に事例として挙げれば、木曽のそうしたところで今まで国の

材しか扱ってなかったところが民の材を扱って色々と大きくして地域に貢献するだとか、

そういった芽も出てきてますし、我々もそういった中に焚き付けられて、カラマツのプレ

ミアムカラマツといったところをある程度そういった方々の関心を引き出していることに

なっているのかなと思っております。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 はい、ありがとうございます。それなりに徐々に成果は出てきてるだろうということで

すね。他にどうでしょうか。はい、堀越さん。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    倫世倫世倫世倫世    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 毎回、同じようなことをお聞きして大変申し訳ないんですが、みんなで支える里山整備



8 

 

事業というのはやはり中心的な事業だと思うんですね。その中で、数字的なことなんです

けれども、一応分かりづらいのでご説明再度お願いしたいと思うんですけれども、５ペー

ジの方の資料では、27 年度と 28 年度で１の①のところなんですが、非常に 28 年度の事業

費が税活用事業として増加していますよと、それは県単独事業が増加したから事業内容と

して増加したから数字も増加しているんですよという説明を先ほどいただきました。それ

に関連しての７ページなんですけれども、７ページの１の（２）のところなんですが、実

施面積の予定は 2,500ha でしたと、実際には 1,319ha で、そしてその税活用額のところな

んですけれども、実際に執行された金額というのはいくらなんでしょうか。その繰越分ど

うのこうのとか色々書いてあって、計算しないと出てこないんですが、実際に 28 年度とし

て実行された額というのはいくらなのか教えてください。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 はい、事務局お願いいたします。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進課長＞課長＞課長＞課長＞    

 はい、お答えします。７ページをご覧ください。里山整備の間伐事業の中段（２）がご

ざいます。実施面積が当年度には、精算が終わった部分として 1,319ha でございます。こ

れに対応するいわゆる県からの支出額というのがその補助金額に書いてあります一番上段

3 億 8,100 万円余りになってございます。その内、いわゆる税の財源を使わせていただい

たのが２億 7,700 万円余りという形になっております。これの内訳としましては、28 年度

当初予算分がカッコ書きで書かれていますとおり 2 億 3,800 万円余り、それから 27 年度

が繰越分が 3,800 万円余りという形になってございます。28 年度予算につきましては、着

手等してたんですけども精算が間に合わなかった分として、840ha については既に現場の

事業は進んでいるということで、別枠でカッコさせていただいて、その分を金額としては

1 億 3,300 万円余り 29 年度に支払いが回るということで繰越させていただいたという内容

になってございます。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 堀越委員さん、よろしいですか。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 ですので、28 年度としての執行額は 2 億 7,700 万円ということでそういうことでよろし

いんですね。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進課長＞課長＞課長＞課長＞    

 ちょっと内数外書きとか内書きとかの関係ありますけれども、繰越分と当年度の執行額

を合わせたものが、５ページで言いますと、税執行額カッコ書きのところの 3 億 7,200 万

円余りという形で、うちですね 29 年度に繰越した分が 1 億 3,300 万円余りという形にな

っております。 
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＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 この繰越金については、県単独事業はどの位の割合なんでしょうか。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進森林づくり推進課長＞課長＞課長＞課長＞    

 手元に正確な数字無いんですけども、大きくは面積、1 億 3,300 万円を繰越しておりま

すけれども、国庫活用型の方で税ベースで申し上げますけども 8,000 万円余り、それから

税単独の方で 5,200 万円余り、合わせまして 1 億 3,300 万円の執行を今年度より繰越しま

して予定をしているという状況です。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 中々分かりにくいですよ。いつも堀越委員さんがこの辺の見やすい感じになるといいん

だけどとずっと思ってはいたんだけども、今回は特に最後の 6 回目が繰越になっちゃった

んで益々分かりづらくなったという状況はあるかもしれません。他によろしいですか。ど

うぞ尾﨑委員さん。 

 

＜尾﨑＜尾﨑＜尾﨑＜尾﨑    洋子洋子洋子洋子    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 ６ページのところなんですけども、目標と実績というところで例えばみんなで支える里

山整備事業の次の地域で進める里山集約化事業もそうですけども、目標がずっと同じ数字

できてまして、実績が随分違うんですけれどもまたこの後の問題かもしれませんが、29 年

度もまた同じ数字が乗っかってきているというようなことで、先ほどご説明によりますと

制度上の問題があるというようなお話がありましたけども、どんな制度上の問題があるか

ということとですね、今まで目標に対して実績がこれだけ差があるのに対してこれからど

のような考えでいらっしゃるのかということをちょっとお尋ねしたいんですけども。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 尾﨑さん。これ次の 10 年間の総括のところでも深く関わりますのでそっちでもよろし

いですか。それでは、ちょっと時間がですね、特に次の方に重点を置きたいと思ってます

ので、28 年度についてはこれ位で一応一旦止めときます。これまでの 10 年間の総括、今

後の里山事業ですね、議題の（２）と（３）でございます。この２つについて一括して報

告いただいた後、これらについてまた議論したいと思います。それでは事務局の方からご

説明お願いいたします。 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）長野県森林づくり県民税の長野県森林づくり県民税の長野県森林づくり県民税の長野県森林づくり県民税の 10101010 年間の成果と課題年間の成果と課題年間の成果と課題年間の成果と課題… 資料２    

（３）今後の里山整備等の進め方（３）今後の里山整備等の進め方（３）今後の里山整備等の進め方（３）今後の里山整備等の進め方 
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 説明者：千代 企画幹 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。１期２期と税による森林整備の内容について総合的にあ

るいは個別的に色々と説明があったところでございます。この議論につきましては、既に

前回前々回の時からやってきている訳ですが、今回の説明においてほぼ 10 年間の総括、そ

れから今後の里山の在り方について事務局から提案されたということでございます。皆様

の頭の中の整理もだいぶ出来たのかなと思ってますし、これにつきましてまた質問あるい

は意見をとりたいと思っております。今後の里山の整備の在り方についてはですね、今後

第３期迎えるかどうか、我々としては、まだ議論をしていませんけれども、いずれにしろ

こういう方向で県はやっていきたいんだという整理の方向性を示していただいた訳です。

今までの反省を踏まえた上で、今後こういうことが必要であるだろうといったことでござ

います。こういったことも含めて我々としては今後県民税として継続していくかどうかと

いう議論をこの後していきたいなと思っております。ただ、ここで１時間半もうやってお

りますので、少し皆様お疲れのようなところもございますので、多少休憩をとった上で今

の説明に対する質疑応答、それから県民税の在り方についても含めて議論したいと思いま

す。ただ今３時でございますので、10 分ほどですね、時間をとりたいと思います。再開は

３時 10 分からということでよろしくお願いいたします。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

それでは、再開したいと思います。事務局から説明のありました、まずは総括について

の内容について、議論したいと思います。その後、今後の里山整備の進め方というところ

でここにおいて、改善点等が示されています。こういった方向でいいのかどうかといった

問題、今後の里山を整備するということは森林税のあり方をどうするのかという議論もち

ょうどそこには入ってくるわけですから、そこもそれと一緒に議論していきたいと思って

います。まず、10 年間の総括について、事務局からの説明について、ご意見、ご質問ござ

いますか。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 資料のご説明ありがとうございました。２点質問があるんですけれども、１点目といた

しまして、資料の 12 ページなんですが、長野県の方で県として市町村の裁量によって事業

内容を決定する仕組みを採用して、市町村へ２割の拠出しているということで、それにつ

いては、県の方では具体的に市町村の方でどのような事業を行ったかというようなことを

あまりやってこなかったということから、補助事業に替えていきたいというふうに私は受

け止めたんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 １点目の質問について、事務局いかがでしょうか。 
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＜＜＜＜千代千代千代千代    企画幹企画幹企画幹企画幹＞＞＞＞ 

 県では、支援金が市町村の方で具体的にどのように使われたかということをこれまで把

握してこなかったというわけではございません。推進支援金というのは、市町村長からの

実施計画を申請書とともに提出いただき、実施内容を地域会議で諮っていただいた上で、

交付決定という仕組みとなっております。そこの部分の手続きは、通常の補助金と同様、

事業終了後に完了報告を県に提出してもらい、計画に基づくチェックを行っています。た

だし、補助事業化するということは、ある程度補助金の用途を限定した上で、申請いただ

くこととなる。これまで市町村の裁量で事業内容を決定していた中でも、ある程度のメニ

ュー化はされていましたが、第１期のそれはより自由度が高かった。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 少し補足をしますと、市町村の現場の要望を受け止めながら、できる限り現場に即した

事業をやっていただくことも非常に重要だと考えており、推進支援金はその考え方に重き

をおいた制度としてこれまでやってきました。一方で、支援金の２割を使って、どのよう

な成果が上がってきたのかということで、県全体の森林整備面積などを指標として説明を

させていただいたが、必ずしも直結した取り組みが全てというわけではないところもあり

ますので、その対応関係がわかりずらいという指摘もいただいてきているところです。そ

ういう中で、市町村の取り組みについては、ある程度支援をして、前に進めていくという

部分をしっかりと残しながら、一方で県民の皆様からいただいている税金の使い道として、

わかりやすくなるようにするために、ある程度事前にメニューを明確にした上で、どうい

った成果指標にしていくのかという部分と市町村の使い勝手という部分をうまく組み合わ

せながら、次の方向にもっていかなければならないのではないかという問題意識の中で、

補助金という形でメニューを市町村とよくコミュニケーションを取りながら、もう少し明

確にさせていただいて、推進支援金の使い道をある程度事前に県民の皆様に説明できるよ

うなものに変えていきたいというような考えでここは書かせていただいています。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員＞委員＞委員＞委員＞ 

 ありがとうございました。森林税の第２期に入る時に、県から行った森林税相当額を、

市町村がどのように使用したか見えるような形で管理してほしいということもお願いして

ありましたので、そういった点では、さらに今後明確化されるということでよろしいんで

すね。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 そうですね。第２期に当たっても、地域会議の関わり方や、県民の皆様に対する実績の

見える化という点について、１歩進めてきたところですが、市町村の取り組みもこの間進

んできた部分もありますので、そういうこれまでの取り組みを踏まえながら、どういうメ

ニュー化が望ましいのか、今後考えていきたいと思っております。 
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＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員＞委員＞委員＞委員＞    

 それからもう１点なんですけれども、反省点のところで、いわゆる国庫補助事業の嵩上

げ問題については、一般県民の理解する内容としては非常に難しいかとは思いますが、少

なくともこの県民会議の場においては、きちんと説明をしていただきたいと思います。資

料の記載だけでは、どういった意味なのかというのが、わからない点が多いと思うので、

そういったことも理解した上で、今後森林税をどうしていくかということを議論していく

必要があると思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞ 

 この部分について、事務局としても事前に丁寧な説明を行うべきだったという反省が出

てきている中で、この県民会議の場でも、皆様の理解度を深めるという意味でもう少し説

明してください。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 10 ページをお開きください。制度上の部分について、議論になっているのは、国庫活用

事業というものでございます。国庫活用事業でも税単独事業でも、里山整備の事業につき

ましては、所有者負担の９割を補助するという仕組みにしておりまして、それにより所有

者負担は 10％となっております。国庫補助を活用する場合には、事業費の 51％分について

国から県の方に補助されるという仕組みになっています。制度上、残りの部分のうち、19％

を追加で県が、義務的に県費で補助しまして、合計して 70％を補助しているのが通常のや

り方です。森林税事業については、任意の嵩上げということで、さらに 20％上乗せをして

補助率を 90％にしているという仕組みになっておりまして、それを図で表したのが、10 ペ

ージの棒グラフです。 

 税制研究会においても、ご指摘いただいているが、通常この義務嵩上げの部分につきま

しては、地方財政措置として、交付税等が措置されている部分でございます。ただ、交付

税措置につきましては、この19％分のすべてが交付税としてきているというわけではなく、

ある程度考え方として、この部分で標準的に必要とされている額がきているものです。そ

の中で、本県では、税事業でやる部分につきましては、この義務嵩上げの 19％の部分と任

意嵩上げの 20％の部分の両方について、税の財源を使わせていただいています。拡大する

間伐の事業に対して、必要な財源をお願いするという観点からこのような形をとらせてい

ただいてきたところです。そうした中で、義務嵩上げの部分は、交付税としての財源措置

があるということもあるので、そういった部分で、県民の皆様から見れば、財源として重

複しているのではないかという議論もありますので、法律上こういう形を取ってはいけな

いということではないと認識していますが、一方で、財源配分としてしっかりとした説明

をして、これが望ましいやり方だったのかということをご理解していただいた上で、進め

るべきではなかったかという観点で、説明が不足していたということについては、率直に

反省をした上で今後のやり方について検討してまいりたいと考えています。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞ 
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 本来県費でやるべきところを、後ほど交付税としてくるものを、森林税でそこを埋め、

かつ任意でやる部分についてもあわせてプラスしたということですね。このことがやり方

としてよかったかどうかということはきちんと説明すべきだったし、その辺を県民会議の

皆さんもしっかり理解していたかというのは疑問かなというようなところですよね。 

 ここの説明はやっぱり不足していましたということを私も感じています。ただ、私はそ

ういうものだという理解をしていましたので、今の説明に驚きはしませんでしたけれども、

他の委員はそうではないかもしれないですね。非常にわかりづらいと言えば、わかりづら

いですね。ある意味、国の国庫補助金があったからには、県費で補てんするということが

前提となっているのであれば、それをやった上で、９割に持っていくための森林税をそこ

に嵩上げすればよかったという方がわかりやすかったかもしれない。この辺の損得といっ

たら変だが、他の委員さんどうですか。 

 

＜松岡＜松岡＜松岡＜松岡    委員＞委員＞委員＞委員＞ 

 今の話で疑問に思ったんですけれども、全部森林税でやるのと、県費をプラスしてやる

のと、どういった違いが出てくるのか、メリットとかデメリットとかあったら教えてくだ

さい。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 義務嵩上げの部分の 19％ということですので、森林税で財源をお願いしている部分のお

およそ半分ということになってまいります。この間の事業費の推移をみると、25 年度で言

えば、義務嵩上げの相当分は１億 7,800 万円で、29 年度の見込みも含めた合計が４億 9,600

万円という数字になってまいります。これを県の一般財源の方から、理念上は一定程度交

付税により措置されることとなるとしても、現に合計の金額を安定的に出せたのかどうか

というのは、県の財政を考えるとかなり厳しい状況もあって、里山整備を安定的に進める

という観点からはここをお願いするというのもあったのかなと思いますが、ただそこは丁

寧な説明が不足していたという点においては、反省点であると思っております。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞ 

 確実に間伐を推進していくために、森林税をここに活用したということになります。こ

のこと自体は法律に触れることはないので問題はないかとは思いますけれども。 

 たぶんこの話は、税制研究会でもやられている話だと思いますので、特に税の問題につ

いては、基本的には向こうにおまかせして、我々としては政策的なところに話の中心を持

っていきたいと考えております。 

 

＜竹内＜竹内＜竹内＜竹内    久幸久幸久幸久幸    委員＞委員＞委員＞委員＞ 

 ２点だけですけれども、先ほど森林づくり推進支援金の配分状況の説明の中で、第２期

目は独自の嵩上げに使っているものを１割が所有者負担という形で変えたという説明があ

りました。この点について、いわゆる間伐の整備状況がそれによって間伐をやることを希

望する方が減ったとか、そういう影響はあったのか、なかったのかという点についてお聞
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かせいただきたいのと、その分松くい対策と鳥獣防止、緩衝帯整備にシフトした傾向があ

るわけですけれども、これは他の国の補助金がありますけれども、それとの区分けという

のはどのように整理しているのか、説明してください。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 嵩上げの問題につきましては、従来から支援金を使った嵩上げに限らず、市町村の財源

を使って独自に嵩上げを行っていただいている状況であります。第２期に当たりましては、

嵩上げのルールにつきましても、第１期に比べて整理をいたしまして、嵩上げをした場合

でも９割は超えないようにという形で整理をさせていただきました。そういった観点から

は、税事業等を進めていく補助上限が９割という形でありますので、そういったところで

の嵩上げというのが、ルールが整理されたことによって減っていったのではないかなと考

えています。あとは、嵩上げだけではなくて、その時々の地域の状況によって振り向けら

れたのかなというふうに考えておりまして、ここの部分の嵩上げが減ったことによって極

端な影響が現場で出ているという認識は今のところ持っていません。 

 もう１点ですけれども、松くい虫対策や鳥獣被害防止との関係についてですけれども、

委員ご指摘のとおり、国庫や県費を使った事業を実施させていただいております。特に松

くい虫対策につきましては、どうしても制度上の問題や優先順位の問題で、県の方で国庫

補助を活用して取り組んでいる防除事業の対象にならないものが存在しております。区域

の問題でありますとか、森林の中での指定されている森林の種類ですとか、そういったも

のによって、対象にならないものがございます。ただ、市町村の中で、全体で考えると、

ここの松くい虫対策をきちんとやっておかないと、処理やその後の防除に対して影響が大

きい場合や、住民生活に対する影響が大きい場合というようなケースにきめ細かく、森林

税を活用させていただいている状況です。鳥獣被害防止も、基本的には似たようなところ

がございまして、特に鳥獣被害防止の経費につきましては、緩衝帯の整備よりも実際に捕

獲をしたり、造林地や農業地の被害を防止したりというところに大きな予算を割かなけれ

ばいけないという状況でございまして、予防的な措置である緩衝帯整備にまでなかなか予

算を回しきれないという状況でございまして、そこに森林税を活用させていただきまして、

きめ細かく対応していただいているところでございます。優先的な部分につきましては、

主体の事業の方でやっていただいて、きめ細かい部分についてここで独自のところでやっ

ていただいているというような大きなすみわけになってございます。 

 

＜松岡＜松岡＜松岡＜松岡    委員＞委員＞委員＞委員＞ 

 先ほど、尾﨑委員から質問のあった件ですが、22 ページの反省点のところで、間伐の目

標面積を達成できない理由として、その所有が細かいというところが５、６年やってきて

わかってきたということは理解できましたけれども、実際の計画を見ると、目標計画が

3,000 とかで固定されていて、５ページの間伐実績を見ると、3,000 で計画が固定されてい

て、平成 29 年度に関しては、3,140 の実績が出たということで、達成率が 84％なので、「ま

あこんなものかな」と思いますが、やはり現場からの声で、零細な所有者になってきて難

しいよとか色々な声があがってきていると思うので、これは要望になるかもしれませんが、
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26、27、28、29 ずっと 3,000 という目標設定に無理があるのではないかというような感じ

がしまして、やはりここの計画の最終的に実施で使ったお金に影響してきますから、ここ

の計画をきめ細かくやっていくというのが、ＰＤＣＡを回しながら、是正をしていくとい

うような姿勢を持っていただきたいと思います。それに関連しまして、15 ページですけれ

ども、税事業についての間伐・搬出実績につきましても、全く目標を達成していなくても、

とてもただ数字を並べているような感じが見受けられますので、ぜひ現場の声と実際の状

況をしっかり見て頂ければ、いい計画ができてくるのではないかと思いました。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞ 

 計画段階での数値ですね、その目標が果たして妥当なのかどうかという当初の段階で見

積もった数値に根拠はあるかと思いますが、果たしてそれが本当に練られたものなのかと

いうことは多少の疑問は出るだろうと思っています。他の会議でもあったかと思いますが、

地域の力量とは一体どれくらいなんだろうかと、路網整備の問題から労働力の問題、機械

力の問題、そういったものが果たして考慮された上での数値なのかということをもう一度

再検証してみると、もしかしたら考慮されていなかったかもしれないし、前回の計画段階

で取り込むこと自体が難しい話だったかもしれない。しかし、徐々に地域地域の実情に対

して、その力量をある程度しっかりと見つめて、より確実な計画を立てるということは県

林政の重要なポイントだと思います。そこのところは、おおざっぱな握りの数字ではなく

て、ある程度しっかりとした根拠を持って、計画を立てて頂きたいと思います。 

 

＜麻生＜麻生＜麻生＜麻生    委員＞委員＞委員＞委員＞ 

 間伐材の搬出支援というのが、大きな起爆剤になって、より間伐の方が推進されるエネ

ルギーになるんだったら、これは大いに使っていきたいというふうに思うんですけれども、

現時点のところで、林内に放置されている切捨間伐材がもったいないという視点がどうし

ても出てくると思うんですけれども、事業者としては、低質材だし、立地条件も悪いしと

いうところでやむを得ず林内に放置しているんだと思います。それは、例えば、条件に合

えば、なるべく多くの材を搬出した方が補助金の率としても上がりますし、事業体として

は最善のことをして、なおかつ林内に放置されたものについて、補助金が付くなら出して

みようというような感覚かなと思います。それだと、本来の搬出支援をやることによって、

より間伐というものが推進されるという構図にはならないということと、森林の資源エネ

ルギーが周辺の人々がかつての時代のように、使うことは現在の世の中では戻らないと思

っています。もちろん地域に薪ボイラーで農業ハウスをやるとか、地域の中で活発に行わ

れているところであれば、そこでは利用価値はあるかと思いますが、なかなかそのあたり

が、地域の情勢を見ながら搬出支援をやっていくのに、本当にニーズがあるのかなという

のが、ここ５年間を眺めての私の疑問です。 

 それともう１つ、信州の木の利活用モデルなんですけれども、先ほどの説明の時に、棺

桶プロジェクトの話がでましたが、これについてもその後の話が気になっているんですが、

いろいろなモデル事業というのが、毎回毎回採択されて、それの立ち上げに対して税が使

われて、推進しているわけなんですけれども、どうしても単年度であるために、その後ど
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うなったのか、ここで立ち上げられた事業がその後どのように成長しているのか、あるい

は２、３年頑張ったけれども、初期投資これだけしたけど、結局はだめだったとか、とい

うようなことも含めて、やはり長期的に税金を投入して支援したプロジェクトがどういう

ふうになったかということの後々の検証と報告、あるいはもう１度もう一押し、次のプロ

セスのために支援が必要だったらば、同じ事業なんだけれども、もう１度支援金が使える

みたいな形でより拡大したことができるといったように、もう少し単年度事業であるとこ

ろから脱却してせっかく育ったプロジェクトを今後どう活用できるか、そこは個々のプロ

ジェクトそれぞれの力と言ってしまえばそれまでですが、立ち上げにこれだけ資金も投入

していることについては、今後それがどうなったかということについて、ある程度後追い

して、県民にもお知らせするというのもあっていいのではないかと思っています。 

 

＜＜＜＜長谷川長谷川長谷川長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞ 

 １点目の搬出支援の関係につきましては、おっしゃるとおりである部分も多分にあると

思っております。２期目でも、間伐を推進していくために搬出もツールとして使っていく

ということもやってまいりました。ただ、現状、さすがに里山の部分では、通常の木材生

産の世界で行うような搬出間伐は現実的には難しいという中で、有効活用という視点を入

れていったところでございます。そうした中で、我々としては、今後の議論の中でも１つ

の視点となってきておりますが、資源を活用していくことで、それが必ずしも経済的に一

定程度の収入になるということではなくても、やはり地域の方が地域の資源を活用してい

ただくことで、地域の方々が山に近づくきっかけなり、結びついていくきっかけになって

いくと、それが特に循環的に、地域に燃料や木材を供給するというような形で、うまく循

環すれば、より一層密な関係が、継続的に続いていくのではないかというねらいをもって

始めたわけですが、なかなか現実の厳しさの方が突きつけられてきたのかなと思っており

ます。そういった中では、１つ視点として持たなければならないのは、もちろん間伐材の

有効活用というのは引き続き重要だと思っておりますが、一方で里山と人とのつながりと

いうのは必ずしも木材だけに限るものではないとも思っておりますので、里山の利活用を

考える上で、間伐材だけを焦点に絞ったような支援がいいのか、それとも木材だけではな

くて、森のまま活用していくというような部分についても結びつきを強めて持続的な管理

をうながしていくという観点からは重要な視点だと考えておりまして、ここは今回の反省

点と今後の部分なのかなと思っております。 

 

＜＜＜＜千代千代千代千代    企画幹企画幹企画幹企画幹＞＞＞＞ 

 モデル事業のお話しをいただきました。地域材利用のモデル的な取り組みだけではなく

て、他の森の里親ですとか、色々ソフトの取り組みを行っております。これは、委員のお

っしゃるとおり、長期的にウォッチしてですね、それを評価・検証する必要があるだろう

と考えておりますし、その時には、例えばなにがなん立方どれくらい使われるようになり

ましたといった数字的な面もあるかもしれませんが、それだけではなくて、どんな形で波

及していったが、その時支援したチームがさらに発展して、地域でこんなことをやるよう

になりましたといったところまで、追いかけて評価するということは、今のお話しの木と
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森の文化の再生の話につながっていくのかなと思いますので、そこの部分は意識的に継続

してどんな風になったかというのは検証して、またどこかの場所で報告させていただくよ

うな形にさせていただければと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞ 

 その点はぜひお願いしたいなと思います。県民会議を代表して、私も審査員で出ている

んですが、非常にユニークなものもたくさん出てきている。実は今週の始めに、その審査

会があったんですが、倍率が３倍です。これは、この活用事業に対して、それなりのニー

ズがあるなと思います。内容についても、色々な広がりがあるんですけれども、我々は公

共的な観点から、あるいは木材を利用し、そしてそれが地域に根差すようなという観点か

らということで有効性、地域性、発展性というようなことをいろいろ調べているんですが、

その中でも今後１年間ではもったいないなというものが結構ある。それでできるんだろう

かという、ただすごく面白いというものがある。この辺も制度を変える必要があるのかな

と審査員の目から見ると思っています。これも今後、重要な事業かなと思っておりますが、

やるならばもう少し、もっと公表するだとか、制度的に単年度でいいのかなということも

考える必要があるのかなという気がしました。 

 10 年の総括ということで、色々な質問が出されております。そしてその後で、この 10

年の総括を見るならば、様々な問題や課題が出てきたんだろうと、特に困難な山林への間

伐・集約ということがある程度限界がきつつある中、しかしながら、それでも里山という

状況を考えれば、特に信州という山岳地域を考えれば、防災面でどうしたらいいのか、あ

るいは地域の貴重な資源としてどうしたらいいのか、ということは、今後の課題として出

てきている。そういった意味では、事務局としても、里山整備の方向性ということで具体

的な問題提起をされているということが一応出たわけでございます。それで、この後、皆

様から、今後の里山整備の方向性ということが事務局から示されました。もちろん 10 年の

総括を踏まえてということですが、今後の整備の方向性について、ご意見を頂戴したいと

いうことと、当然こういった整備をしていくためには、森林税をどうしていくんだという

議論になるわけでございます。それぞれの森林税に対するお考えをお聞きしたいと思って

おります。我々としては、税制研究会とは違い、10 年の総括をし、そして今後の方向性が

出されたことによって、その税としての必要性はどうかということなんですね。それをど

う思うかということをあわせてお話ししていただければと思っております。それで、その

前に事務局の方から、公表したいことがあるということで、１つは、地域会議がどのよう

な位置づけであるのかというのを私もざっと見てみました。そうすると、特に３期目に対

しての森林税のあるべきかどうかという議論はされていないが、中身としては、税の重要

性についての議論は結構ある。それに反対するというような意見は今のところ、私が見た

範囲では、見当たらない。そういう意味で、10 ある地域会議においては、比較的肯定的な

意見があるということは申し添えておきます。 

 

＜＜＜＜福田福田福田福田    森林政策課長森林政策課長森林政策課長森林政策課長＞＞＞＞ 

前回の県民会議以降の経緯ということでお話させていただきたいと思います。資料３にク
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リップ止めになっているかと思いますが、参考資料がついておりまして、御覧いただきた

いと思います。 

 長野県森林づくり県民税に関する要望書ということで、実は先月、５月 16 日にまずは長

野県町村会から、31 日に長野県市長会から、それぞれ御要望をいただいております。町村

会の要望書の裏面を御覧いただきますと、制度導入以来、手入れの遅れている里山での間

伐の推進や地域固有の課題に対応した森林づくりの推進など、大きな成果が挙げられたこ

とを踏まえ、来年度以降も同制度を継続し、地域の実態に即した事業を実施するとともに、

町村固有の課題に対応した森林整備が柔軟に対応できる事業体系とすること、という御意

見をいただいているところでございます。 

 市長会からは、これも要望書を１枚おめくりいただきまして、長野県森林づくり県民税

の継続についてということで、市町村における森林づくりが促進されるよう柔軟かつ効果

的な活用を検討するとともに継続することを要望します。という形で、町村会及び市長会

からは御要望をすでにいただいたところでございます。 

 経過ということでお話をさせていただきました。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 ありがとうございます。それでは委員の皆様から、今後の里山の整備の方向性について

いかがということと、県民税の今後のあり方についての御意見を伺いたいと思います。時

間がかなり迫っておりますが、先程、休憩時間にどうしても次の会議の予定があって中座

しなければならないということで、堀越委員からお話を伺っております。したがいまして、

まずは、堀越委員からどうでしょうか。御意見、先程は、アンケートの問題についても今

のうちに言っておくべきこと 言っておきたいということで、その辺を合せて御意見をい

ただければと思いますが、皆さんについては、アンケートについては後程ということにな

りますが、堀越委員さん、よろしいですか。 

 もし、準備がまだならば、別の委員さんに御意見を伺ってもよいですが、時間的に大丈

夫ですか。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 すみません。別の方からお願いします。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 それでは、いかがでしょうか。これにつきましては、私の考えでは全員の意見を聞きた

いということですね。はい、杉山委員。 

 

＜杉山＜杉山＜杉山＜杉山    紘子紘子紘子紘子委員委員委員委員＞＞＞＞    

 里山の部分についてですが、私はどちらかというと里山よりも先程、区分分けされた経

済林に関わっているので、里山という括りについてどういうものだろうとこの会議にでる

ときにいつも考えるのですが、やはり、自分でも答えが出てこないというか難しい問題だ

なと思っているのですが。 
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 今後、この林務課の方らご提示いただいた内容を見る限り、各地域で用途を考えていた

だいて、各地域の要望に応えられるような柔軟な形を進められるように考えられているの

ではないかと思うのですが、その中に、里山の地域にとっての里山の将来性を考えていた

だく、どういう里山が必要なのかということを考えていただく機会をできるだけ作ってい

ただきたいというか、おそらく市町村では、松くい虫の問題ですとか、今、目の前に迫っ

ている問題ですとか必要な整備とかが必ずあって、それにお金をかけることはもちろん重

要と思いますが、その先を考えていただくということが、逆にそちらに重点が置かれてし

まって、その先のことを考える機会が少なくなってしまったら、悲しいなといいますか、

説明が難しいのですが、地域にとっての里山をどうもっていきたいか、例えば、モデルを

作るとか、そういった部分を作れるような何か構図ができたら、うれしいと。 

 先程、いろいろメニューがあるとおっしゃっていたのですが、そのメニューの中にそれ

を一つ加えて欲しいというのが、意見というか感想です。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、今、里山の今後についての御意見ですが、杉山委員、いかかでしょうか、これは

言うならば、いろいろな今後の改善策が出されていると、特に地域との関連性、関わりを

深めていくとか、もちろん、今後とも森林整備の重要性もあって、それから、どうやって

地域のＮＰＯといった方を育てていくか、ということも今後、改善していかなければなら

ないということですよね。 

 今、言われた里山の導き方、今後のあり方も大事ということは御意見として伺いますが、

森林税そのものについてどうだろうといった場合、いかがですか。 

 

＜杉山＜杉山＜杉山＜杉山    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 もちろん、私個人としては森林税をそのまま継続していただいて、今までの内容よりも

もっと県民の皆さんの御要望に沿った、もしくは将来性のある森林に向けて、林業県とし

ての長野県に向けて、利用していっていただければと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。 

 他にどうでしょうか。はい、貴舟委員。 

 

＜貴舟＜貴舟＜貴舟＜貴舟    豊豊豊豊    委員委員委員委員＞＞＞＞    

この間も町村会の中では、必要ということで会長から県へ陳情を上げましたが、相対的

に使い勝手が悪いと、今までに 10 年間の中で。そういう意見がたくさんあったのですが、

その使い勝手についてはいろいろな項目があるのですが、その点、今後については、使い

勝手はこういうことについてはこうだというような具体案があったら、今、おっしゃって

いただければ。 

そのことについては、おそらく、嵩上だとかあるいは搬出したものを県内で、地元で使

わなければいけないといった制約があるから、各町村、使いたくても難しかったというこ
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とで、相対的に使い勝手が悪い。 

そのことについては、具体的に次期、もしも、３期続けるとしたら、どのような改善点

が見込まれるのかが、まずは１点、お伺いしたい。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 使い勝手についてどうだろうかと、多分、地域会議でもいくつか出ているかと思います

けれど、なかなか、現場で使いにくい制度であっては、もちろん、普及はしていかないわ

けでありますから、その辺をどのようにお考えかということですが、事務局、どうしまし

ょうか。 

 長谷川森林づくり推進課長。 

 

＜長谷川＜長谷川＜長谷川＜長谷川    森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長森林づくり推進課長＞＞＞＞    

 使い勝手の部分については、御指摘をいただいているところがあろうかと 思っていま

す。 

 具体的におっしゃっていただいたところで、例示的な話になるかと思いますが、搬出の

問題については、29 年度からの改善を図らせてもらいました。仮に次期の中でということ

になると、おそらく、先程申し上げさせていただいたとおり、搬出だけがすべてなのかと

いうところも含めて、少し、対象を幅広に見ていくような検討が必要だろうと思っており

ます。 

 同じ話で本体の整備の部分の間伐ということで、基本的には間伐のみを対象にしてきた

経過がございます。ただし、市町村の支援金の中で行っていただいているように緩衝帯の

整備ですとか、松くい虫の問題ですとか、山の整備としては間伐だけでは収まらない部分

が、どうしても里山は多様という中で必要になってきています。 

 それをどのように、このために、あえて、いただている税という世界の中でどこの部分

を支援していくというのは、入念な検討が必要かと思います。現状を考えますと間伐だけ

というのは、現場の実態にそぐわなくなってきているのか、全体の検討としては、まだ、

明確に申し上げきれていないところもあるのですが、やはり、地域の必要というのをどう

くみ取って、計画にして、それに対して必要な支援をどう充てていくのかというところに、

少し視野を広げて考えていかなければならない問題だろうと思っています。 

 

＜貴舟＜貴舟＜貴舟＜貴舟    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 はい、よろしいですか。ありがとうございました。 

 実は木曽のことをいっては何ですが、やはり、木曽の観光は御嶽山、残念な事故もあり、

観光客が減っていると、そういう中で、各駅の電車に結構、インバウンドのお客さんがか

なり乗っているということで、木曽川も木曽の重要な観光財産だという時に、木曽川の河

川敷に雑木が繁茂していると、ぜひ、それを伐っていただきたいと。 

これは県に行ってもらいましたが、まだまだ、財政的に厳しいということで、こういう

ものにも、観光面とか景観整備に使えるという次期に向けての考え方も載っています。 

それともう一つは、地域裁量が効くのだったら、木曽、木曽南部は竹林もすごいことに
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なっています。モウソウチクの繁茂がひどい、ぜひ、そういうところも対象にしていただ

ければ、これは本当に里山の整備になるのではないかと。 

ですから、ぜひ、竹林の整備、竹も入れていただけるとありがたいなと。そうすれば、

幅広く、里山のイメージが広まるのではないかと思っておりますので、また、いろいろな

場面で発言する機会があるかと思いますので、発現させていただきます。 

同時に単年度事業では難しいところがあるのではないかと思っております。先程、麻生

委員もおっしゃいましたけれど、目標面積を決めたら複数年度で事業を消化するというこ

とも柔軟の考えていただけたらと。 

それともう一つ良いですか。 

国の環境税が導入される可能性があります。その時、この県の税と国の税との棲み分け

をはっきり明確化させないと非常に難しい問題が起きるのではないかと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

はい、ありがとうございます。 

 貴舟委員、話を聞くと森林税について前向きに続けていくと、町村会からもそういう意

見が出ていますので、そういう意見だということで了解させていただきます。 

 

＜貴舟＜貴舟＜貴舟＜貴舟    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 はい。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 堀越委員、そろそろ時間かと思いますが、いかがですか。 

 

＜堀越＜堀越＜堀越＜堀越    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 税としての必要性はいかにという観点からお話させていただきたいと思います。 

 森林税、長野県において２期目に入りまして４年が経過し、今、５年目ということです

が、当初、２期目に入りました時に非常に県民にとってみると、「森林税、私達負担してい

るの」っていうくらいの認識でした。これは事実ですね。これは税の専門家の間でも個人

が負担している部分については、非常に認識が薄かったような状況だったのですが、現時

点、周りを見まわしてみますと、しっかり自分達が森林税を納めて、そして、これがこの

ように使われているというところが見えにくい部分があるのですが、自分達が納めている

森林税で里山整備をはじめとして、いろいろな形で使われているという認識は多少、深ま

っているかなというのは、私が広く見回したところでの実態だと思っております。 

 自然災害防止、あるいは地域の自然保護のためにも森林税は必要であると 思ってはい

るのですが、今、貴舟委員から出ましたように国でも森林環境税ということの検討に入っ

ていまして、平成 31 年度の導入を目途に、決定ではありませんが、検討している前提にお

いて、県としての森林税、森林税自体は必要だと思うのですが、森林税の財源が国として

のものなのか、県としてのものなのかというところの棲み分けをしっかりしないと県民に
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誤解をされるのかなということがあるかと思います。 

 今現在、県民においては、国で森林環境税を検討しているということを知っている人は

たいへん少ないと思います。周りで聞いてみても「そうなの」という回答が返ってくるの

が実態です。 

 県としても森林税を継続するかどうするかにしても、県としての森林税を継続するかど

うかにおいては、国でも決定ではないけれども検討しているという情報を流した上で、や

はり、県としては必要だという道筋を立てる必要があるかなと思っています。一つの理由

に財源がすべて国に行ってしまうと自由に使えなくなる部分も出てくるのではないか、や

はり、長野県らしさ、長野県独自の森林にかけなくてはならない部分がありますから、そ

ういった点では、やはり、長野県としても森林税を継続していく必要性があると思ってい

ます。 

 ただし、その前段階として、ある程度の条件付きということです。 

 アンケートについてよろしいですか。後でアンケートについての説明をされると思うの

ですが、実施される予定のアンケートについて中を見させていただきました。アンケート

の問い掛けの仕方ですが、今、申し上げましたとおり国でも森林環境税を検討しているが、

長野県として 30 年度以降の継続について、どのように考えるかというような投げ掛けが私

は必要ではないかと、私は思っていますので、その辺を御検討ください。以上です。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。 

 今、堀越委員からそのような意見が出されましたが、他の委員さんいかがですか。竹内

委員、前回の最後にも言われたのですが、また、お願いします。 

 

＜竹内＜竹内＜竹内＜竹内    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 はい。 

 私は基本的には、継続すべきであるという考えです。これは個人的な意見ですが、ただ

し、県議会の中でも比較的、そういった意見が多いのではないかと思っています。 

 大北の問題があって、かなり県民の皆さんの中には否定的な意見があることは率直に受

け止めねばならないと思います。ただし、この大北の問題の犯罪性については、あくまで

司法の問題であり、同じ過ちを繰り返さないということは県当局がしっかりと対応しなけ

ればならないということを前提にしながら、全国的には、今、お話のように森林環境税が

30 年から導入されるということで、国で準備を進めていますけれども、全国的には本県の

同じ税が 37 府県で導入されておりまして、37 府県の中でも一緒に、国も税を導入してで

も併存する形で  行っていきたいと、あくまで事業主体は市町村であるということで検

討されているとのことですが、今度の動きの中で都市部がどういうふうに森林の持つ機能

を理解していくかとすると、私どもは大賛成なのですが、都市の皆さんが果たして理解い

ただけるかというところがこの問題の不透明さが残っているのではないかと思います。 

 その上で、長野県がこの森林組合の問題のみにして、不祥事を理由にして、この税を中

止するということになると極めて、全国的にこの流れの中で見ても恥ずかしい問題になっ
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てしまうと率直に思っていまして、ぜひ、税は県民の皆さんに理解いただく中で継続をし

ていただきたいと思っております。 

 先程の国の税の動きの中でいくと、これはおそらく、来年、30 年度と言っていますけれ

どどういう中身かっていうのが固まってくるのは、私どもの検討の土壌とは一致しないと

思います。 

 先程、県民アンケートを６月に行うことになっていまして、これに国の動きを入れてし

まうと逆に混乱するおそれがある、ですから、今の既存の税に対してどう思うかというこ

としっかり把握することが、私は大切だと思います。その上で、本県と同じように今年度

が最終年度で２期目が終わる県が、長野県の他に５県あります。したがって、これが国と

の動向の中でどういう動きをしていくのか、どういう考え方でいるのかを把握いただきた

いと、県でつかんでいただきたいと、おそらく、今の税を主体にして更新を考えている、

それで、必要があれば国の動きがわかった時点で、見直しを当然行うという流れではない

のかなと思っておりまして、そのようなスタンスではないのかと考えております。 

 なお、森林法が昨年の５月に改正されて、いわゆる、林地台帳の整備をすると、これに

ついては、対象となる地域森林計画の区域は都道府県が定めると、なおかつ、台帳の整備

方針なども県が定めて、市町村と連携して行っていくとなっていまして、これが平成 31 年

度ですかねスタートするのが、そうすると市町村が主体になってくるので、市町村の負担

が、先程の国の税の話とダブってきてしまい、かなり大変になってくる、国の税金導入に

あわせて、市町村に人員配置もしてもらえれば助かりますが、おそらく、そこまでいくか

どうかは不透明だと考えると、当然、見直さないといけなくなると、方針を決めたとして

も関連性はしっかりしないと集約化の問題も進んでいかないのではないかと思っていまし

て、そのようなことを前提に置きながら、ぜひ、継続を考えていただきたいと思っていま

す。 

 後、細かなことはたくさんあるのですが、時間がありませんので、後にまた、必要なこ

とはお話させていただきたいと思います。 

 本質的なことは結構です。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。 

 基本的に継続すべきだというところですね。説明は今、されたとおりです。 

 他にどうでしょうか。どうぞ、安原委員。 

 

＜安原＜安原＜安原＜安原    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 森林環境税の関係ですが、私どもは全国森林組合連合会から国の税は市町村主体の森林

整備に直接交付されると聞いております。 

 国の税については非常に不安定な中ででてくると、そうすると、今度は県独自に行う森

林整備に対してのお金が無くなってしまうのではないかと危惧をしているわけでございま

す。 

 長野県の場合は資料で説明いただいたとおり、防災面でもすぐに手を入れなければいけ
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ない面積が先程、割り出されたわけです。これも行わなければならない。その他に長野県

の森林資源として考えますと、今、カラマツが非常に多いわけですが、このカラマツとい

うのはまだまだ、需要に供給が追いついていかないということが意外と知られていません。

合板にしましても非常に強度があるということで、外材を駆逐してこのカラマツが使われ

ている。ところが、このカラマツは、長野県、岩手県、北海道の一部にしかないというこ

とで、非常に優位性を持っているということです。この資源をいつまでもなくすことなく、

継続して保続していくとういことが、県民の防災面にも役立っていきますし、長野県の宝

として、資産として残していくことができる。このためにも、森林税については今後残し

ていく必要がどうしてもあるだろうと私どもは考えております。 

 また、資料の 10 ページに戻ってしまいますが、説明の時に、この森林税が 39％とあり

ますが、この嵩上げの部分が、国の税金、国からの補助というのが非常に不安定だと、あ

てにならないと説明があったと記憶しております。その意味でもこの森林税のメリットと

いうのは、非常にあったと私は認識しておりますので、ぜひ、継続の方向でお願いをした

いという意見でございます。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。 

 他、いかがですか。皆さん、継続、継続だといっているのですが、もちろん、もういい

加減やめろという意見があったっておかしくはないのですよ。その辺はお考えですから。 

 はい、松岡委員、どうぞ。 

 

＜松岡＜松岡＜松岡＜松岡    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 最初に申し上げますが、長野県の森林税の継続について、私は賛成いたします。 

 今日いただいた資料１、資料２、この森林づくりレポートについては毎年、今回の資料

２については、このように長野県の森林を把握できたということは、やはり、森林税がな

ければできなかったということを評価したいと思います。 

 一方で、大北森林組合の悲しいことがありましたが、本当に感情論ではなく、何ができ

たのかということをしっかり示せば、県民の理解は得られるのではないかと思います。 

 この資料２を拝見しますと、やはり、山主の役割はどうなのかということが、ごっそり

抜けているなというのが私の感想です。やはり、いろいろな税を使って、所有者の方も恩

恵を受けているわけですから、今後、こういう税を継続していく時に山主の役割というも

のを別の視点で考えていく必要があると思いました。決して、何かをしなければいけない

とか、そういうものを加えると協力しませんという人が増えるので、何か良い形で山主も

参加しているということが目に見えてわかる工夫が必要と思いました。 

 それから、今、信州のしあわせプランでいろいろな分野で検討されていて、林業も林務

部の役割として、いろいろな事業を計画していると思いますが、やはり、林務部だけでは

解決できない、例えば、いろいろなことをやりたい、これからの森林づくりについてとい

う壮大な計画を拝見しましたけれど、誰がやるのか、実行力の部分で、もっと詰めていか

なくてはいけないときに、今は、大部分の人がサラリーマンとして働いていますが、サラ
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リーマンとして働いて、なおかつ、山を持っている多くの人、資料にもありますけれど５

ヘクタール以下の山林所有者が長野県にすごく多いというデータを示していただきました

が、そういう大半の人は田畑も持っているということも理解しなくてはいけなくて、優先

順位として、田畑にいってしまって、森林がおろそかになっているというのが、実情だと

思います。では、いつ行うのか、土・日に行うのかというと、もう、やりきれてないとい

うのが、以前、仕事をしていた時に所有者アンケートを取った時にわかった事実でした。 

 やはり、時間が足りない、誰がやるのか、行政が行うか、所有者が行うのか、それとも

県民が行うのか、事業体が行うのかというところをもう少し丁寧に精査する必要がありま

すし、新しい雇用も、もっと新しい仕事も作らなくてはいけない、そういうことができて

初めて、今後のプランというものが実現すると思うので、ぜひ、今、信州しあわせプラン

で街づくり、いろいろな防災とか、いろいろ検討しているので、林務部だけの議論で終わ

らせてないことはわかっていますが、もっといろいろな分野と協力して、長野県の街づく

り、森づくりを進めていっていただきたいと思います。 

 先程、杉山委員がおっしゃいましたが、時間軸が大切で、長野県は少子高齢化のトップ

ランナーですので、どの区域を本当に、今後、将来的にどれを行うのかということを選択

しながら、森林整備計画をしていくことが必要かと思いました。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 他に、御発言されていない方、簡潔にお願いします。麻生委員、どうですか。 

 

＜麻生＜麻生＜麻生＜麻生    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 長野県としては、先程、安原委員からもありましたように、カラマツが適地であると、

生産できるところは限られている、かつ、今、50 年～70 年生位と新聞記事にもありました

が、特化された非常に良い材が出るという状況にあります。 

 この森林税が創設された時には、とにかく里山の 40 年生あたりのまさに間伐が待ったな

しのカラマツ林を中心とした人工林が、手入れが遅れているので、そのために皆さんお金

を出してくださいということだったのです。私は目的税という税制のあり方についてはわ

からないのですが、長野県としては、何度も話がでていますように間伐、そして、生産、

搬出間伐から主伐に移りつつあるというところで、今後、当然でてくるのは再造林となる

と思います。 

 そうした時に今の間伐を目的としている森林税が、果たして再造林のためにうまく機能

して使えるのか、使って良いのかというところが、私はわからないので、知りたいところ

です。長野県の森林資源をこれからも維持し、なおかつ、税の有効性というものを維持し

ていくためには、やはり、再造林のためにどのような手助けができるかというのが、大き

な課題だと思います。県の林政そのものが主軸を再造林にシフトしていくのと同じように、

この森林税の内容も変わっていくべきではないのかなと考えています。 

 というのは、昭和 30 年、40 年はカラマツを植えれば今でも手入れ不足のところはその

まま１．８ｍの間隔でカラマツは育っていますが、今は、山の自然環境が変わりましたの

で、植えたら育つという状況では、獣害の問題がメインですが、ありません。その中で再
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造林をして、森林資源を生み出していくには人の手厚い保護が必要と思いますので、その

辺りを今後の森林税の課題にしていただけたら良いと私としては考えています。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。粂井委員いかがですか。 

 

＜粂井＜粂井＜粂井＜粂井    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 私は、森林税継続に賛成です。 

 いろいろな問題がありましたけれど、やはり、長野県の財産である森林を守っていくと

いう意味では非常に重要な財源かと思います。 

 そういう中で、私としては人口が減っていく中で、山を管理していくというところが手

薄になっていくと思いますので、その中で人づくり、山を管理するためのビジョン作りな

どができる人材をもっと増やしてほしいと思いますので、そういうところに税を使ってい

ただければと思います。また国の森林環境税の話もありましたけれど、棲み分けができる

ように県で工夫していただき、産業面の振興も含めて、検討していただきたいと思います。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございます。尾崎委員、どうですか。 

 

＜尾崎＜尾崎＜尾崎＜尾崎    委員委員委員委員＞＞＞＞    

 私は皆さんが触れなかったことで、一つ申し上げたいのですが、31 ページにありますよ

うに担い手の件ですが、ＮＰＯ法人といった多様な担い手の参入ということですが、これ

はＮＰＯ法人が事業として行っていけるような補助ができているのかどうかということと、

信州フォレストコンダクターの養成もしているわけですが、その方達が本当に、自分がこ

ういうことをしていて魅力があるのだと感じるような育成をしていただきたいのと、若い

方が魅力を感じるような産業にしていくためにはどうしたらよいかということを真剣に考

えていただきたいと思います。 

以上です。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 はい、ありがとうございました、 

とりあえず、今日、御出席の委員からは、全て意見を聞いたところであります。一言で

申しますと、どの委員も森林税については今後も継続してほしいということで、進めてい

ったほうがよいだろうということで意見を頂戴したところであります。 

 私自身もということで、一言、言わせていただければ、様々な事情、国との問題もある

のですが、長野県が長野県として、独自の、ユニークな森づくり、あるいは地域づくりを

していくためには、国の規制にない、枠のないものとして自由に使える税というものは大

事だと思っています。 

 それをうまく活用することによって、森林・林業、あるいは地域・農山村がさらに活力
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を持つのであれば、この森林税というものは大変貴重なものとなって、今後も続けていく

ことで、それが果たせることになるのは嬉しいことだと思っております。そういう意味で

は私自身も賛成でございます。 

 様々な意見が出されました。仮に今後継続されることとなったとしても解決すべき点は、

まだまだ、たくさんありまして、その点につきましては県民への説明もきちんとするとい

うことも含めて、事務局にてよく御検討いただきたいと思っております。 

 とりあえず、森林税を継続する方向で今後使途ですとか、具体的な施策について検討を

進めていきたいと思っております。それがこの会議の総意と私は理解しております。 

 次回につきましては、具体的な案として、事務局でこれまでの反省点、今、各委員から

出された問題点・課題を整理しつつ、具体的な今後の森林税のあり方について提案してい

ただきたいと思っております。 

 どうか、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この件につきましてはひとまず、終了させていただきまして、時間がないの

ですが、簡潔に最後の議事でありますアンケート調査についての御説明を事務局からお願

いします。 

 

（４（４（４（４））））アンケート調査の実施についてアンケート調査の実施についてアンケート調査の実施についてアンケート調査の実施について… 資料３    

（５）その他（５）その他（５）その他（５）その他    

 

 説明者：福田 森林政策課長 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長座長座長座長＞＞＞＞    

 ただ今アンケートに関する説明がありました。一つ本日欠席されている浜田委員さんか

らもアンケートへの要望というのが来ております。ご披露させていただきますが、「問３で

森林税を活用した取組について実際に出る項目の中に人材育成についての記述がありませ

ん。林業人材の育成はこれまで実施されていますし、県民の方たちの評価をとっていただ

きたいと思います。」というご意見が来ています。他にも浜田委員さん、先ほどのところで

資料に対する色々とご質問があったんですが、これはまた事務局の方にお渡ししておきま

す。アンケートにつきましてどうでしょうか。何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 先ほど堀越委員さんから国の税についての周知徹底という意味でのアンケートの中への

項目の組み込みというのがあったら良いんじゃないか、といいつつも竹内さんの方からま

た一方でそれはまた別個の問題でというその辺はまた後ほど事務局の方で検討していただ

きたいと思います。無いようですのでよろしいですか。 

 じゃあその他ということですが何か委員さんの方から議論していただきたいことはござ

いますか。よろしいでしょうか。無いようですので、次回の県民会議ですね、これにつき

ましてはただ今決定した方向に沿って議論したいと思っております。どうか事務局におか

れましては今後の税活用事業の進め方や新たな検討材料として提案していただきたいと思

っております。何かその他事務局からございますか。 
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＜小林＜小林＜小林＜小林    森林政策課課長補佐兼企画係長＞森林政策課課長補佐兼企画係長＞森林政策課課長補佐兼企画係長＞森林政策課課長補佐兼企画係長＞    

 ただ今座長さんがおっしゃられたとおり次回ですが、日程の確認だけさせていただきま

す。７月 31 日を予定してございます。また時間等については追ってご連絡差し上げます。

またその後、８月下旬につきましても、もう１回県民会議やらせていただきたいと考えて

おりますので、その日程調整につきましては改めてメールで送らさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 

＜植木＜植木＜植木＜植木    座長＞座長＞座長＞座長＞    

 大変長丁場で私自身が十分にきちんと交通整理ができなかったことをお詫び申し上げま

す。以上をもちまして、全ての議事を終了し第２回みんなで支える県民会議をこれにて終

了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


